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北福島医療センター
院長 松本 進

公益財団法人 仁泉会
理事長 木村秀夫

伊達東地区の皆さん、こんにちは。仁泉会創設者である故・佐藤喜一前理事長の後を継

ぎ、今年４月、理事長に就任しました。患者さんやご家族に選んでいただける組織を目指

すとともに、皆さんが、住み慣れた地域で安心して過ごしていただけるよう努めてまいり

ます。この「はこふし」を通じ、仁泉会の取り組みをお伝えすることで、地域の皆さんに

仁泉会をより身近に感じていただけるように情報を発信してまいります。今後とも御支援

と御協力をよろしくお願い申し上げます。

今年７月に院長を拝命しました。新型コロナウイルス感染症が５類に移行しましたが、

地域医療を担う重点医療機関として、陽性者の積極的な受け入れと治療を行ってまいりま

した。新型コロナ対策においては、少しずつ明るい兆しも見えてきている一方、インフル

エンザとの同時流行も懸念されています。まだまだ油断できない状況下ではありますが、

一人ひとりの患者さんを大切にする医療を心がけ、地域の皆さんの期待に応えられるよう

努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

ご あ い さ つ

当院は平成21年9月8日付で福島県知事より「地域医療支援病院」の承認を受けました。

仁泉会は2011年８月福島県に16法人あった財団法人病院の中で最初に認定を受けた公益財団法人です。

北福島医療センターは「かかりつけ医」と連携して
患者さんの治療にあたります！

当院は「地域医療支援病院」です。けがの初期治療や慢性疾患の投薬等は身近な地域の「かかりつけ医」が受け

持ち、専門的な治療や高度な検査、入院治療、救急医療は当院が受け持つ形です。急性期の治療が終了し、病状が

安定した場合は「かかりつけ医」などの地域の医療機関で診療を継続していただきます。

「かかりつけ医」とは、身近な地域の中で、患者さんやご家

族の日常的な診察（風邪等の初期治療、慢性疾患の対応等）

や健康管理を行う診療所・クリニック等のことを言います。

「かかりつけ医」を持ちましょう！

「かかりつけ医」からの
紹介状を持って当院へ！

救急の場合を除き、まずは「かかりつけ医」を受診し、

当院での診療が必要と診断された場合、紹介状をお持ちの

上で受診していただく流れになっています。新患で外来を

受診される際には、診療所やクリニック等からの紹介状を

お持ちください。 ・症状やこれまでの経過がわかるため、速やかに

適切な治療や検査が行えます。

・当院での非紹介患者初診加算料がかかりません。
紹介状をお持ちになると

理事長 木村 秀夫
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